
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ □
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
■ 親族関係
■ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ □
■ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
■ 親族関係
■ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻

部・課名 県土整備部都市整備局　下水道課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

家屋調査事務 工事実施箇所の周辺住民 電算処理の有無 本人から収集 無 各下水道事務所
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

実施機関内部での利用

民間・私人

下水道の整備を推進するた
め

事業施行時、周辺住宅等へ
の影響を調査することによ
り、補償の有無を確認する
ため

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

下水道建設等契約事務 主任技術者 電算処理の有無 本人から収集 無

下水道の整備を推進するた
め

千葉県建設工事適正化指導
要綱第11条第2項の規定に
より、主任技術者を選任
し、届け出なければならな
いため

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

各下水道事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

少年の保護事件に関する手続

下水道の整備を推進するた
め

契約の締結及び契約台帳整
備をするため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

下水道建設等に係る用地取
得及び補償等契約事務

用地売買及び損失補償契約
者

電算処理の有無 本人から収集 無 各下水道事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

下水道事業に貢献した者の
表彰

日本下水道事業団表彰規程
に定められた表彰者の要件
の充足等を判断するため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

日本下水道事業団 表彰候補者 電算処理の有無 本人から収集 無 県土整備部都市整備局下水
道課犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/2



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 県土整備部都市整備局　下水道課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

日本下水道協会 表彰候補者 電算処理の有無 本人から収集 無

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

下水道事業に貢献した者の
表彰

日本下水道協会表彰規程に
定められた表彰者の要件の
充足等を判断するため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

県土整備部都市整備局下水
道課犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

緊急時の下水道関係の情報
伝達のため

緊急事案に係る情報連絡先
の把握のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

市町村組合の下水道担当緊
急連絡者連絡名簿

市町村組合下水道担当緊急
連絡職員

電算処理の有無 本人から収集 無 県土整備部都市整備局下水
道課犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

緊急時の情報連絡のため 緊急事案に係る情報連絡先
の把握のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

流域関連市町の下水道担当
緊急連絡者連絡名簿

流域下水道関連市町の下水
道担当緊急連絡職員

電算処理の有無 本人から収集 無 各下水道事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 2/2


